
資料２

 

統計局ホームページを通じた統計教育の拡充に関する懇談会の運営について(案) 

 

 

 

１．懇談会は公開しないが、配付資料は懇談会終了後公表する。 

  また、懇談会における議論の概要については、事務局で取りまとめの上、速やかに 

ホームページ上で公開する。 

 

２．懇談会の運営その他懇談会に関し必要な事項は、座長が定める。 

 

 


